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公 募 公 告

不動産登記法第１４条第１項に定める地図作成作業に必要となる現地事務所につ

いて、次のとおり公募する。

令和６年１月２５日

支出負担行為担当官

福島地方法務局長 長 橋 範 夫

１ 公募に付する事項

(1) 契約名

令和６年度福島地方法務局登記所備付地図作成作業（郡山市中町ほか地区）

現地事務所賃貸借契約

(2) 業務場所

郡山市中町ほか地区（郡山市中町、駅前一丁目、本町一丁目、本町二丁目）

(3) 賃貸借期間

令和６年４月１２日（金）から令和６年１２月２７日（金）まで

(4) 契約内容

契約書（案）のとおり

(5) 選定方法

ア 公募に参加する者から提出された資料の内容を審査し、賃借人に最も有利

な条件の候補物件を提示した者を相手方として選定する。

イ 資料の書面審査のみでは相手方を選定できない場合は、実際に候補物件の

実地調査を行い、賃貸借条件を総合的に比較検討した上で、賃借人に最も有

利な条件の候補物件を提示した者を相手方として選定する。

２ 公募に参加する者に必要な資格に関する事項

(1) 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。）

第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な

同意を得ている者は、予決令第７０条における特別の理由がある場合に該当す

る。

(2) 仲介人として公募に参加する場合にあっては、国土交通大臣又は福島県知事

による宅地建物取引業の免許を受けていること。

(3) 福島地方法務局の契約担当官等と締結した契約に関し、契約に違反し、契約

の相手方として不適当であると認められる者でないこと。
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(4) 官庁（国の全ての機関）及び地方公共団体から、指名停止又は一般競争入札

参加資格停止若しくは営業停止（以下「指名停止等」という。）を受けている

期間に該当しない者であること。

なお、指名停止等を受けているのが、会社（法人）の本店・支店・営業所等

のいずれであっても、本公募の参加資格はない。

(5) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、

法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代

表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、

暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同

法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）ではないこと。

(6) 暴力団排除に関する誓約書（第１号様式）を提出すること。提出しない場合、

虚偽の誓約書を提出した場合又は誓約書に反することとなった場合は、その公

募は無効である。

(7) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者

に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者

ではないこと。

(8) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与

するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与

している者ではないこと。

(9) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用す

るなどしている者ではないこと。

(10)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している

者ではないこと。

(11)暴力団又は暴力団員及び(7)から(10)までに定める者の依頼を受けて公募に

参加しようとする者ではないこと。

３ 募集要領の交付場所等

(1) 交付場所

〒９６０－８０２１ 福島市霞町１番４６号 福島合同庁舎３階

福島地方法務局会計課用度係（担当 千葉）

電話番号 ０２４－５３４－１９４５（直通）

Ｆ Ａ Ｘ ０２４－５３４－１９１７

メ ー ル m.chiba.3up@i.moj.go.jp

(2) 交付期間

令和６年１月２５日（木）から同年２月２０日（火）までの午前９時から正
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午まで及び午後１時から午後５時まで（行政機関の休日に関する法律（昭和６

３年法律第９１号）第１条に規定する行政機関の休日を除く。）。

４ 公募に関する問合せ先

前記３(1)に同じ

５ 公募参加申請書等の提出期限等

(1) 提出期限

令和６年２月２０日（火）午後５時まで

(2) 提出場所

前記３(1)に同じ

(3) 提出方法

持参、郵送又はメール添付による。ただし、郵送する場合は書留郵便等の追

跡可能な方法により、上記(1)の提出期限までに必着で送付すること。

また、メール添付により提出した場合は、必ず電話により到達確認を行うこ

と。

６ 選定期限

令和６年２月２６日（月）


